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I. 国際機構の内部構造 
 
1. 機構の機関（講義では扱わない。質問は歓迎する。） 
 
 国際機構（organization）は法人であり、法人の内部に機関（organs）が設置される。

一つ一つの機関は国際法人格を有さない 1。外務省は international organization を「国際

機関」と訳し、たとえば World Trade Organization は「世界貿易機関」という日本語名称

が「公定訳」2であるが、organ と organization とを混同しないようにするため、講学上

は organization を「機構（あるいは組織）」、organ を「機関」として明確に区別する。 
 国際機構がどのような機関を有するかについて、あらゆる国際機構に共通する規則は

存在しない。ただし、一般的傾向としては、機構構成員の全てが参加する全体会（例、

国連総会）と、一部のみが参加する制限的機関（例、国連安全保障理事会）、機構構成員は

参加せず機構の事務を扱う事務局（例、国連事務局）の三種の機関を多くの国際機構に見

ることができる。 
 機構内の諸機関間でどのような権限配分・役割分担がなされるかは、当該機構の設立

文書による。国連の場合、安全保障分野については総会と安全保障理事会との間に一定

の権限の重複が見られ（憲章 11 条・12 条）、問題が生じることがある。総会と経済社会

理事会・信託統治理事会（休止中）との関係については明文規定が置かれている（60 条・

85 条）。国際司法裁判所も国連の機関であり（7 条・92 条）、安全保障理事会との権限関

係で問題を生じることがある（詳細は後日）。 
 国連憲章 7 条は、前段落に挙げた諸機関を「主要機関 the principal organs」としてい

る。これらは、設立文書（国連憲章）により設置されている。これに対し、設立文書によ

り設置される機関により設置される機関があり、国連の場合、それを補助機関（subsidiary 
organs）と呼ぶ（国連憲章 7 条 2 項・22 条・29 条）。総会には、第一から第六までの委員

会、信任状委員会、一般委員会、軍縮委員会など専門分野ごとの委員会、その他小規模

の委員会、人権理事会など「理事会」の名称を有するもの、作業部会、その他、実に多

くの補助機関が設置されている。安全保障理事会も、経済制裁等を扱う各種制裁委員会

（Sanctions タブにカーソルを合わせると各委員会のページへのリンクが出てくる）のほか、平

和維持活動部隊、旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所、ルワンダ国際刑事裁判所、国際

 
1 国際機構の内部にのみ妥当する「内部法」を想定する場合、そのような内部法秩序において

は個々の機関（例えば、国連内部法であれば総会や安保理）が法人格を有することになる。本

講義では内部法に関する問題には深く立ち入らない。内部法につき、黒神直純「国際機構の内

部的責任について」国際法外交雑誌 101 巻 2 号（2002 年）219 頁、219-223 頁。 

2 外務省による翻訳。国会承認（日本国憲法 61 条、73 条 3 号）の際に国会に提出され、官報

や外務省編纂の条約集に掲載される。外務省所轄事務には「条約その他の国際約束及び確立さ

れた国際法規の解釈及び実施に関すること」（外務省設置法 4 条 5 号）が含まれる。翻訳も解釈

に含まれると言える。 

http://www.un.org/en/ga/
http://www.un.org/en/sc/
https://www.un.org/en/about-us/secretariat
http://www.un.org/en/ecosoc/
http://www.un.org/en/ecosoc/
https://www.un.org/en/sections/about-un/trusteeship-council/
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/en/ga/maincommittees/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/maincommittees/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/credentials/credentials.shtml
http://www.un.org/en/ga/general/general.shtml
http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/commissions.shtml
http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/committees.shtml
http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/committees.shtml
http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/councils.shtml
http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/other.shtml
http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/boards.shtml
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
https://peacekeeping.un.org/en
https://peacekeeping.un.org/en
http://www.icty.org/
http://unictr.unmict.org/en/tribunal
http://www.unmict.org/
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00081908
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000094_20160401_427AC0000000066
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刑事裁判所残余メカニズムなどのさまざまな補助機関を設置している。誤解されがちな

のは人権理事会（Human Rights Council）である。理事会（Council）という、安保理など

と同様の名称を持つ 3が、これはあくまで国連総会によって設置された補助機関である

（国連総会決議 60/251）。 
 補助機関の権限は、それを設置する機関（親機関）の権限の範囲内で、設置機関が決

定する。その意味で補助機関は設置機関に従属するが、前回の講義で議論したように、

設置機関は自らを拘束する決定を下す補助機関を設置することも妨げられない。 
 国連工業開発機関（UNIDO）はやや特殊な例である。UNIDO は、“Organization”とい

う名称を持ちながら、当初は総会の補助機関として設立された（国連総会決議 2152 (XXI)）。

その後、1979 年に UNIDO 憲章が条約として採択され、国際機構となった。 
 
 
2. 国際公務員 
 
 国際機構は法人である。したがって、実際に何らかの行動をとる際には、自然人の関

与が必要である。まずは、「国際公務員」とも呼ばれるそのような職員とはどのような

人たちで、実際にどのような仕事をしているかを知る必要がある。外務省国際機関人事

センターのサイトを隅から隅まで読んでくること 4。併せて、UN Careers・国連広報セ

ンター「国連で働く」も見てくること。国際公務員となる日本人が少ないことは常に話

題になる。 
 
（1）職員規程・規則 
 
 国際機構とその職員との関係は、当初は契約 5に基づくのみであったようであるが、

 
3 経済社会理事会の補助機関であった人権委員会（Commission on Human Rights）を改組・強化

する必要があると考えられ、アナン事務総長が「主要機関または総会の補助機関として」人権

理事会を設置する提案をした（A/59/2005, para. 183）、という経緯がある。 

4 さらに、赤阪清隆『国際機関で見た「世界のエリート」の正体』（中公新書ラクレ、2014
年）、横山和子『国際公務員になるには』（ぺりかん社、2020 年）、吉田晶子『国際機関のリー

ガル・アドバイザー』（信山社、2021 年）。 

5 現在でももちろん契約は締結される。前回の講義で見た 1954 年勧告的意見は、国連について

次のように述べる。 
[p. 53] Such a contract of service is concluded between the staff member concerned and the 
Secretary-General in his capacity as the chief administrative officer of the United Nations 
Organization, acting on behalf of that Organization as its representative. When the Secretary-
General concludes such a contract of service with a staff member, he engages the legal responsibility 
of the Organization, which is the juridical person on whose behalf he acts. 

http://www.unmict.org/
https://www.un.org/securitycouncil/content/committees-working-groups-and-ad-hoc-bodies
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=E
http://www.unido.or.jp/about_us/unido/
https://undocs.org/en/A/RES/2152(XXI)
https://www.unido.org/sites/default/files/2009-07/UNIDO_Constitution_0.pdf
http://www.mofa-irc.go.jp/
http://www.mofa-irc.go.jp/
https://careers.un.org/
http://www.unic.or.jp/working_at_un/
http://www.mofa-irc.go.jp/shiryo/dl-data/noboru.sekiguchi.pdf
https://undocs.org/a/59/2005
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04806518
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB07771353
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB08265909
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB08265909
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/21/021-19540713-ADV-01-00-BI.pdf
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1922 年には国際連盟の職員規程（Staff Regulations）が採択されている 6。国際連合でも、

国連憲章 101 条 1 項に基づく職員規程（リンク先をスクロールすると Staff Regulations of the 

United Nations が出てくる）が定められている。さらに、職員規程の前文（Scope and purpose）
に基づき、事務総長が職員規則（Staff Rules）を定めている（上記リンク先に、規程と並ん

で規則が挙げられている）。職員規程・規則は国際機構ごとに異なる（例、WHO）。 
 
 
（2）行政裁判所 
 
 そして、職員身分保障のための制度として、裁判機関が設置されている。そのような

裁判機関（国際機構の「行政裁判所 administrative tribunal」という）は、ILO、世界銀行、IMF 等に

も設置されており、また、ILO 行政裁判所の管轄権を認めている国際機構も多い。アジ

ア開発銀行、EU など、地域機構にも同種の裁判機関が用意されていることがある。 
 職員（被用者）と国際機構（雇用者）との間の紛争がこれら行政裁判所で扱われる場合

には、上記契約や職員規程・規則に基づいて審理がなされるが、そこに書かれているこ

とだけで結論を出せない場合は、「法の一般原則」が援用されることが多い。国連行政

紛争裁判所（第一審）7・上訴裁判所（上訴審）8における「法の一般原則」の適用につき、

国連総会決議 69/203 は以下のように述べる。 

 

 ここでいう「法の一般原則」は国際司法裁判所規程 38 条 1 項(c)の「法の一般原則」

と同じではない。後者は明確に国際法である（38 条 1 項柱書）が、行政裁判所で適用さ

 
6 1921 年に暫定規程が、1922 年に規程が採択されている。Karen Gram-Skjoldager and Haakon A. 
Ikonomou, “Making Sense of the League of Nations Secretariat”, European History Quarterly, vol. 49, 
2019, p. 420, pp. 431-435（「電子リソースへのアクセスについて」）. 原本はジュネーヴの国際連

盟公文書館に行かなければ見られないようである。 

7 第一審裁判所は英語では United Nations Dispute Tribunal であり、これをそのまま訳すと「国連

紛争裁判所」となる。ただ、この名称ではどういう裁判所か理解しにくいので、仏語名称の

Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies に基づき「国連行政紛争裁判所」と訳す。 

8 前回講義で見た 1954 年の勧告的意見で扱われたのは、一審制の国連行政裁判所であった（そ

の時期の制度につき、太寿堂鼎「国際連合行政裁判所」田畑茂二郎（編）『国際連合の研究 第
二巻』（有斐閣、1963 年）190 頁）。その後制度改革がなされ、現在では二審制となっている。

この制度改革につき、黒神直純「国連行政裁判所の改革について――国連紛争裁判所と国連上

訴裁判所の設立――」『法学と政治学の新たなる展開』（有斐閣、2010 年）225 頁、黒神直純

「国連における行政裁判所制度の確立」『現代国際法の潮流 1〔坂元茂樹・薬師寺公夫古稀記

念〕』（東信堂、2020 年）241 頁。 

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://policy.un.org/browse-by-source/staff-rules
https://www.who.int/publications/m/item/staff-regulations-and-staff-rules
https://www.un.org/en/internaljustice/oaj/
http://www.ilo.org/public/english/tribunal/
https://tribunal.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/imfat/index.htm
http://www.ilo.org/tribunal/membership/lang--en/index.htm
http://www.adb.org/about/administrative-tribunal
http://www.adb.org/about/administrative-tribunal
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/
https://www.un.org/en/internaljustice/undt/
https://www.un.org/en/internaljustice/undt/
https://www.un.org/en/internaljustice/unat/
https://undocs.org/en/A/RES/69/203
https://doi.org/10.1177/0265691419854634
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13505
https://biblio-archive.unog.ch/detail.aspx?ID=214529
https://biblio-archive.unog.ch/detail.aspx?ID=214529
https://www.un.org/fr/internaljustice/undt/
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86116241
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW86116241
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB03265566
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB07848814
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB07848814
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れる「法の一般原則」は国際人権条約に加えて各国公務員法の比較に基づくものであり、

その法的地位は必ずしも明確でないままに適用されてきている。内容を見ても雇用紛争

に特化した「法の一般原則」であり、たとえば、「辞職の申し出は、雇用者の同意を得

て効力を生じるまでの間、取り下げることができる」9、あるいは「（国際）公務員は、

一般論として、自らに関する決定を国際機構が行う際に依拠する（あるいは依拠しよう

とする）証拠のすべてを知らされなければならない」10などが適用されている。より一

般的に、不正行為を行ったとして処分を受けた職員がその処分を不服として申し立てた

事件において、次のように述べられている 11。 

 
 
 
（3）派遣（secondment） 
 
 国連憲章 100 条に、“the staff”への言及がある。どのような職員でなければならないと

されているか。また、それはなぜか。それを踏まえると、国連加盟国からの派遣（国連加

盟国政府が、自国公務員を国際機構に期限付任用させること）が問題となり得る。このような制度

は、国連憲章 100 条の下で認められるか？ 
 この問題に関する代表的裁判例である Qiu, Zhou and Yao v. Secretary-General of the United 

Nations (United Nations Administrative Tribunal, Judgment No. 482, 25 May 1990) を見てみ

よう 12。申立人は、いずれも中国国籍を持ち、1984 年に中国語逐語議事記録担当官とし

 
9 Renault, Judgment No. 856, ILO Administrative Tribunal, 10 December 1987, para. 3. 

10 Judgment No. 2229, ILO Administrative Tribunal, 16 July 2003, para. 3(b). 

11 Kiwanuka, UN Administrative Tribunal, Judgment No. 941, 19 November 1999. これは、二審制と

なる前の国連行政裁判所である。 

12 同事件に関する日本語での解説は、黒神直純『国際公務員法の研究』（信山社、2006 年）85
頁以下（同書は、国際公務員の地位を理解するために極めて有益である）。事件の背景につき、

https://digitallibrary.un.org/record/97448/files/AT_DEC_482-EN.pdf?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/97448/files/AT_DEC_482-EN.pdf?ln=en
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.detail?p_judgment_no=856
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.detail?p_judgment_no=2229
https://digitallibrary.un.org/record/412131/files/AT_DEC_941-EN.pdf?ln=en
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB02183675
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て 5 年任期で国連事務局に採用された。任用書には、中国政府からの派遣であることが

明記されていた。5 年後、申立人が、国連総会決議 37/126（IV のパラグラフ 5）および

38/232（VI のパラグラフ 5）に基づいて終身任用を求めたところ、事務総長はそれを拒否

した。そこで、申立人は国連職員としての地位の確認を求めて国連行政裁判所（当時）

に提訴した。裁判所は、以下のような判断を示した。 

 
 […] 

 

 

 
 […] 

 
“Chinese at the U.N. Seeking to Keep Jobs”, New York Times, 5 January 1990, p. A8. 

https://undocs.org/en/a/res/37/126
https://undocs.org/en/a/res/38/232
https://www.proquest.com/docview/108629017/87261BE9762347EBPQ/1?accountid=11929
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 この判決の後、国連総会は以下の内容を含む決議 47/226 を採択した。 

 

 
 
この決議により職員規程 4.1 が以下のように改正された。 

 
そこにいう annex II（letter of appointment〔任命書〕）も改正され、派遣職員の任命書に

ついて次の規定が置かれた。 

https://undocs.org/a/res/47/226
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 派遣は他の国際機構でも見られる。派遣先国際機構において当初のポストと異なる下

級のポストに途中から異動させられた者が訴えた事件において、ILO 行政裁判所は次の

ように述べている 13。 

 
 
 
（4）事務総長 
 
 職員の中でやや特殊な地位を有するのが、それら職員の長である。国連の場合、事務

総長がそれである。事務総長の任務は、国連憲章 98 条・99 条に一応の規定があるが、

実際には黙示的権限を駆使して様々な活動を行っている。その中立的立場を利用して、

またその限界内で、国際紛争における仲介など一定の政治的役割を果たす。慣行として、

1 期 5 年、最長 2 期任命される。独立性の観点からは、1 期をより長くして再任不可と

すべし、との意見もある。どう考えるか？ 
 
 
II. 意思決定過程 
 
1. 拒否権 
 
 国際連盟が（限定された）全会一致制を採っていたことは既に見た。国際連合では、総

会（憲章 18 条）も安保理（憲章 27 条）も多数決制を採っている。安保理に特徴的なのは、

常任理事国の拒否権（同条 3 項）である。拒否権はなぜ認められ 14、なぜ現在まで継続

 
13 Judgment No. 3409, ILO Administrative Tribunal, 11 February 2015, para. 10. 

14 国連憲章起草時の経緯につき、内田久司「『拒否権』の起源」東京都立大学法学会雑誌 5 巻 1

http://www.un.org/sg/
http://www.un.org/sg/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.detail?p_judgment_no=3409
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00084911
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している 15のだろうか。 
 2012 年 3 月に、コスタリカ・ヨルダン・リヒテンシュタイン・シンガポール・スイス

の自称 Small Five は、“Improving the working methods of the Security Council”と題する国

連総会決議案を提出した（U.N. Doc. A/66/L.42）。決議案は、総会が安保理に対しいくつ

かのことを勧告する、という内容である。その勧告（Annex）の 20 項は、“Refraining from 
using a veto to block Council action aimed at preventing or ending genocide, war crimes and 
crimes against humanity”とする。しかし、この決議案は提案国により取り下げられた（否

決されるよりは取り下げる方がましとの判断か）。もっとも、常任理事国の中でもフランス

はこの趣旨に賛成しており、2015 年 9 月 29 日の国連総会において、このような場合に

フランスは拒否権を行使しないことをフランス大統領が宣言している（A/70/PV.13 フラ

ンス語版 45 頁、英訳版 41 頁）。 
 その後、2022 年に総会決議 76/262 が採択された。2012 年の決議案は取り下げられた

のに、この決議は採択に至ったのはなぜか。この決議はコンセンサス（下記 4.）で採択

されている（A/76/PV.69, p. 8）ものの、常任理事国のうち中・米・英がこの決議に賛意を

表明した（仏の態度は前段から推測可能）一方で、ロシアは明確に否定している（p. 15）。

その後の 78 回会期での議論（A/78/PV.3, p. 3）を見ると、ロシアは決議 76/262 で黙示的

に求められている説明を行っているとも言えるが、だとすると決議 76/262 にはどのよ

うな意味があるだろうか。 
 
 
2. さまざまな意思決定方法とその基盤 
 
 これまでの例を見て判るように、国際機構の意思決定方法（表決方法）に単一の規則・

モデルはなく、当該機構や機関の目的・性質に応じて、どのような方法が採用されるか

が政策的に決定され、当該国際機構の設立文書に定められる。 
 以下の国際機構（機関）の表決方法を調べ、なぜそのような方法が採用されているか、

考えてくること。 
 

 
号（1964 年）103 頁、東泰介「国連安全保障理事会の拒否権制度の再検討（一）」国際法外交雑

誌 79 巻 4 号（1980 年）29 頁、瀬岡直『国際連合における拒否権の意義と限界』（信山社、2012
年）第 1 章。 

15 拒否権運用の実態につき、内田久司「初期の国連総会における『拒否権』論議」東京都立大

学法学会雑誌 14 巻 2 号（1974 年）107 頁、東泰介「国際連合安全保障理事会における拒否権行

使の実態(1)～(4・完)」帝塚山大学論集 21 号（1978 年）103 頁、27 号（1980 年）28 頁、32 号

（1981 年）52 頁、33 号（1982 年）58 頁、瀬岡・前掲注 14・第 2 章以下。 
 なお、既に議論したように、憲章 27 条 3 項は常任理事国が棄権した場合の決議採択を妨げる

ものでないと解釈されている。 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a%2066%20l42%20rev2.pdf
https://undocs.org/a/70/pv.13
https://undocs.org/A/RES/76/262
https://undocs.org/a/76/pv.69/
https://undocs.org/a/78/pv.3/
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00081908
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00081908
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04399140
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00084911
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00084911
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00084452
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 国連 
 国際司法裁判所規程 10 条 “an absolute majority” 
 国連憲章 18条 2項 “two-thirds majority of the members present and voting” 
 国連憲章 108 条 “two-thirds of the members” 
 国連憲章 27 条 3 項 “nine members” 

 国際通貨基金 総務会（Board of Governors）・理事会（Executive Board） 
 IMF 協定 3 条 2 節(c) “eighty-five percent” 
 同 12 条 2 節(d) “two-thirds” 
 同 12 条 5 節(c) “a majority” 

 世界銀行 
 総務会（Board of Governors） 票数（“Country”） 
 理事会（Boards of Directors） 構成 票数（“Constituency”） 

 アフリカ開発銀行 総務会（Board of Governors）・理事会（Board of Directors） 
 国際コーヒー機構 理事会（国際コーヒー協定 12 条） 

 
 
3. 意思決定方法の変遷 IFAD を例に 
 
 国際農業開発基金（IFAD）は、それまでの表決制度を変更することを 1995 年に決定

し、1997 年に新制度が発効した。新制度は、IFAD 設立協定 6 条 3 項に規定されており、

その規則を適用した結果はこちらにまとめられている（あまりに複雑な制度なので、と

りあえず結果だけ見ておけばよい）。それまでの制度は、以下の通り（IFAD 設立協定（原

協定。1976 年）6 条 3 項）。 

 

この Category I は先進国、Category II は産油国、Category III は途上国である。当時、社

会主義諸国は参加していなかった 16。なぜ、現在のように変更されたのだろうか。また、

なぜ 1995 年に変更されたのだろうか。 
 

 
16 旧制度の詳細につき、位田隆一「国連農業開発基金」岡山大学法学会雑誌 32 巻 3・4 号

（1983 年）655 頁。 

https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.imf.org/external/japanese/orgchartj.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm
https://www.worldbank.org/ja/about/leadership
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/directors
http://pubdocs.worldbank.org/en/241041541103873167/BankExecutiveDirectors.pdf
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers
http://www.afdb-org.jp/
http://www.afdb.org/en/documents/board-documents/board-of-directors-documents/afdb-voting-powers/
http://www.ico.org/
http://dev.ico.org/documents/ica2007e.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/agriculture/pdf/IFAD.pdf
http://www.ifad.org/
https://www.ifad.org/documents/38711624/39421015/agree_e.pdf/b06d3b8f-6fb5-4db1-8054-b1ef21d746a5
https://webapps.ifad.org/members/static/Countries-Voting-Rights.pdf
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00079611
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4. コンセンサス 
 
 コンセンサスによる決定は、国連において 1961 年になされた例があるが、本格的に

用いられるようになったのは第 19 回国連総会（1964 年）からである。前回講義でも触

れたように、1962 年の国連経費勧告的意見が出された後も、ソ連とフランスとは意見

に従わず（意見に法的拘束力はないので、意見に従わないこと自体は違法ではない）、総会に

より割り当てられた国連分担金の支払いを拒否し続けた。そうすると、国連憲章 19 条

に従い、2 年経てばソ連とフランスの投票権を停止しなければならなくなる。しかし、

それはソ連とフランスとの脱退を招き、連盟の失敗の再現となりかねない。とはいえ、

ソ連とフランスだからといって国連憲章の明文規定に反する行動をとるのも、それはそ

れで国連の自滅を招きかねない。このジレンマを克服する対応策として注目されたのが、

コンセンサスである。すなわち、1964 年の第 19 回総会開会（この問題でもめたため、通

常 9 月開会のところ 12 月開会となった）に際し、事務総長が「『反対なし』で処理できる

問題以外は扱わない」とすることを提案し、その提案が“no objections”により“agreed”さ
れ（A/PV.1286, paras. 7-11）、その後当該会期の意思決定は全てそのような方法でなされた

のである（19 回会期で採択された決議一覧。左から 4 つめのコラムに表決記録がある）。 
 コンセンサスによる意思決定は案外うまくいったので、最近は、表決について詳細な

規則が定められている機構（機関）においても、コンセンサスで決定を行うのが実際の

ところは通常といって良い。たとえば、国連総会の場合、憲章 18 条に多数決制が明示

されているが、1971 年の総会決議 2837 (XXVI)で承認（approve）された「総会の手続お

よび組織の合理化に関する特別委員会」の報告書（A/8426）は、以下のように述べる。 

 

実際、総会では“without a vote”で採択される決議が実に多い（78 回会期で採択された決議

一覧）。また、総会の補助機関では、たとえば国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）の

ように、手続規則（A/CN.9/697）でコンセンサスを原則と定める（2 項）例が多い。他の

国際機構でも、世界貿易機関（WTO）のように、コンセンサスによる決定を原則として

明文上定める例もある（WTO 設立協定 9 条 1 項）。 
 
 コンセンサスについては、以下の疑問があり得る。 
 コンセンサス制と全会一致制との異同は 

 上記「1. 拒否権」で見たように、総会決議 76/262 はコンセンサスで採択さ

れたが、ロシアは明示的に反対の意思を表示している。にもかかわらずコン

センサスで採択されたのはなぜか。 

https://undocs.org/a/pv.1286
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/19
https://digitallibrary.un.org/record/593322/files/A_8426-EN.pdf
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/78
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/78
http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html
http://undocs.org/a/cn.9/697
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page2_000003.html
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
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 実際にはコンセンサスで決定を行うのが通常となっている（参照、国連総会ページ

中ほどの“Decision making”）のはなぜか 
 近年の WTO の「機能不全」はそのコンセンサス制に一因があるとの批判も強い。

何が問題なのだろうか。 
 
 これらの問題を考えるために、以下の文書を読んでみよう。これは、「国連の実行に

おけるコンセンサスの意味」について世界保健機関（WHO）の法律顧問からなされた

照会に対し、国連法務部が回答したものである(United Nations Juridical Yearbook, 1987, 
pp. 174-175.)。 
 
 

 

 

https://www.un.org/en/ga/about/background.shtml
https://www.un.org/en/ga/about/background.shtml
http://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/085.html
https://www.un.org/ola/
https://legal.un.org/unjuridicalyearbook/
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以上 


